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事例番号：２６０１１０ 

原 因 分 析 報 告 書 要 約 版 

 

産 科 医 療 補 償 制 度 

原因分析委員会第三部会 

 

１．事例の概要 

１回経産婦。妊娠３８週４日、破水のため妊産婦は入院となった。入院後

に陣痛が発来した。子宮口開大が８ｃｍとなり分娩監視装置を装着した直後

より、変動一過性徐脈、遷延一過性徐脈、遅発一過性徐脈が認められ、その

後基線細変動が減少から消失となった。子宮口開大８～９ｃｍ、児頭の位置

Ｓｐ±０ｃｍの状態から医師はクリステレル胎児圧出法を開始し、３９分間

にクリステレル胎児圧出法と吸引分娩を複数回実施したが、児頭が下降せ

ず、帝王切開により児を娩出した。胎盤病理組織学検査では、ＳｔａｇｅⅡ

相当の絨毛膜羊膜炎が認められた。 

児の在胎週数は３８週４日で、体重は３１９４ｇであった。臍帯動脈血ガ

ス分析値は、ｐＨ６．６０９、ＰＣＯ２１３２ｍｍＨｇ、ＰＯ２１８．９ｍｍ

Ｈｇ、ＨＣＯ３
－１２．４ｍｍｏｌ／Ｌ、ＢＥ－３２．３ｍｍｏｌ／Ｌ、乳酸

１９３ｍｇ／ｄＬで、アプガースコアは生後１分１点（心拍１点）、生後５

分４点（心拍２点、皮膚色２点）であった。出生直後よりバック・マスクに

よる人工呼吸、胸骨圧迫、気管挿管等の処置が行われ、当該分娩機関のＮＩ

ＣＵに入院となった。入院時の血液検査は、白血球１６８７０／μＬ、ＣＲ

Ｐ０．１０㎎／ｄＬであった。生後約３時間で低体温療法が開始となった。

生後１７日の頭部ＭＲＩ検査では、基底核壊死､低酸素性虚血性脳症と診断

された。 
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本事例は病院における事例であり、産科医２名、小児科医１名、麻酔科医

１名、外科医１名と、助産師５名が関わった。 

 

２．脳性麻痺発症の原因 

本事例における脳性麻痺発症の原因は、胎児低酸素・酸血症による低酸素

性虚血性脳症である。胎児低酸素・酸血症の原因としては、臍帯圧迫による

臍帯血流障害や頻回陣痛の影響が考えられるが、それに加えてクリステレル

胎児圧出法、吸引分娩を頻回に長時間にわたり施行したことが脳性麻痺発症

の増悪因子として関与したと考えられる。子宮内感染が増悪因子として関与

した可能性も否定はできない。 

 

３．臨床経過に関する医学的評価 

妊娠経過中の管理は概ね一般的である。 

入院後、前期破水における対応として、抗菌薬を投与したことは一般的で

あるが、分娩までの約１４時間、血液検査を行わなかったことは、妊産婦の

体温や脈拍が正常であれば検査を行わないとする意見と、感染のリスクを考

慮して検査を行うという意見の賛否両論がある。陣痛開始後の早期の内診と

分娩監視装置の装着は一般的である。遷延一過性徐脈が出現した後、胎児蘇

生法として酸素投与と体位変換を行ったことは一般的である。基線細変動が

減少から消失となった直後に、急速遂娩が必要であると判断したことは一般

的であるが、急速遂娩の方法として、児頭の位置がＳｐ±０ｃｍで子宮口が

８－９ｃｍと全開していない状態で、帝王切開を選択せず、クリステレル胎

児圧出法を単独で行い、その後吸引分娩を選択したことは基準から逸脱して

いる。その後、頻回のクリステレル胎児圧出法と吸引分娩を繰り返し、帝王

切開に方針を変更するまで４８分要したことは、医学的妥当性がない。臍帯



 - 3 - 

動脈血ガス分析を行ったことは一般的である。胎盤病理組織学検査を行った

ことは適確である。 

新生児蘇生処置は一般的である。  

 

４．今後の産科医療向上のために検討すべき事項 

１）当該分娩機関における診療行為について検討すべき事項 

（１）吸引分娩、クリステレル胎児圧出法について 

吸引遂娩術やクリステレル胎児圧出法などは、分娩に至らないと児の

状態はさらに悪化し、娩出の緊急度は上昇する。したがって、急速遂娩

の方法として吸引分娩を行う時は、常にそのことを念頭に置く必要があ

る。実施に際しては、「産婦人科診療ガイドライン‐産科編２０１４」の

「吸引・鉗子分娩の適応と要約、および、施行時の注意事項は？」に記

載されている事項を遵守し実施することが望まれる。 

（２）破水入院時の対応について 

妊産婦が前期破水で入院した場合は、感染徴候を把握するために、血

液検査の実施を考慮することが望まれる。 

（３）ＧＢＳスクリーニングについて 

本事例では、腟分泌物培養検査（ＧＢＳスクリーニング）が妊娠３２

週に実施されたが、「産婦人科診療ガイドライン－２０１４」では、妊娠

３３週から３７週での実施を推奨しており、ガイドラインに則して実施

することが望まれる。 

 

２）当該分娩機関における設備や診療体制について検討すべき事項 

特になし。 

３）わが国における産科医療について検討すべき事項 



 - 4 - 

（１）学会・職能団体に対して 

特になし。 

（２）国・地方自治体に対して 

特になし。 

 


